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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手側装置と直接無線通信可能な通信モードと、中継装置を介して無線通信可能な通信
モードとの何れか一方の通信モードで無線通信可能に接続されている通信装置において、
　自装置が受信可能な電波を出力している中継装置である第１中継装置を検出する第１検
出手段と、
　その第１検出手段によって検出された前記第１中継装置の情報を記憶する第１記憶手段
と、
　前記相手側装置が受信可能な電波を出力している中継装置である第２中継装置を検出し
、その検出された情報を返信することを、前記直接無線通信可能な通信モードで前記相手
側装置に要求する要求手段と、
　その要求手段による要求を受けて前記相手側装置から前記直接無線通信可能な通信モー
ドで返信される前記第２中継装置の情報を記憶する第２記憶手段と、
　前記第１記憶手段に記憶されている前記第１中継装置の情報と、前記第２記憶手段に記
憶されている前記第２中継装置の情報とのうち、共通する中継装置である共通中継装置の
情報を特定する特定手段と、
　その特定手段によって特定される共通中継装置の情報を報知する報知手段とを備えてい
ることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記特定手段は、
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前記第１記憶手段に記憶されている前記第１中継装置の情報うち前記第２記憶手段に記憶
されていない中継装置である片側中継装置の情報と、前記第２記憶手段に記憶されている
前記第２中継装置の情報のうち前記第１記憶手段に記憶されていない中継装置である片側
中継装置の情報とを特定し、
　前記報知手段は、前記特定手段によって特定される前記共通中継装置の情報と、前記片
側中継装置の情報との各々に対し、自装置と、前記相手側装置との検出結果を報知するこ
とを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記報知手段によって報知される中継装置の情報から所定の中継装置の情報を選択する
選択手段と、
　前記相手側装置との間で現在設定されている通信設定を、前記選択手段によって選択さ
れた所定の中継装置を介して無線通信を行うための通信設定に変更する変更手段とを備え
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記変更手段によって前記通信設定を変更する前に、前記相手側装置が中継装置と無線
通信可能な情報を通知する通知手段を備えていることを特徴とする請求項３に記載の通信
装置。
【請求項５】
　前記第１検出手段は、前記要求手段による要求をした後に検出することを特徴とする請
求項１から４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
　直接無線通信可能な通信モードと、中継装置を介して無線通信可能な通信モードとの何
れか一方の通信モードで無線通信可能な第１通信装置と、その第１通信装置と無線通信可
能な第２通信装置とからなる通信システムにおいて、
　前記第１通信装置は、
　自装置が受信可能な電波を出力している中継装置である第１中継装置を検出する第１検
出手段と、
　その第１検出手段によって検出された前記第１中継装置の情報を記憶する第１記憶手段
と、
　前記第２通信装置が受信可能な電波を出力している中継装置である第２中継装置を検出
し、その検出された情報を返信することを、前記直接無線通信可能な通信モードで前記第
２通信装置に要求する要求手段と、
　その要求手段による要求を受けて前記相手側装置から前記直接無線通信可能な通信モー
ドで返信される前記第２中継装置の情報を記憶する第２記憶手段と、
　前記第１記憶手段に記憶されている前記第１中継装置の情報と、前記第２記憶手段に記
憶されている前記第２中継装置の情報とのうち、共通する中継装置である共通中継装置の
情報を特定する特定手段と、
　その特定手段によって特定される共通中継装置の情報を報知する報知手段と、
　前記報知手段によって報知される中継装置の情報から所定の中継装置の情報を選択する
選択手段と、
　前記選択手段により選択された情報を通知する通知手段と、
を備え、
第２通信装置は、
前記第１通信装置からの要求を受信する第１受信手段と、
　その第１受信手段によって受信した要求に応じて、自装置が受信可能な電波を出力して
いる中継装置である第２中継装置を検出する第２検出手段と、
　その第２検出手段によって検出された前記第２中継装置の情報を返信する返信手段と、
　前記通知手段から通知される情報を受信する第２受信手段と、
その第２受信手段によって受信した情報に基づいて、中継装置と無線通信を行うための通
信設定に変更する変更手段と、
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を備えていることを特徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置および通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、インターネットラジオ２０に無線ＬＡＮアクセスポイントルータ３０
との無線通信を可能とする設定を行う場合に、ＰＣ１０が無線ＬＡＮアクセスポイントル
ータ３０との無線通信に使用しているＳＳＩＤおよびＷＥＰ鍵を、ＰＣ１０からアドホッ
クモードでインターネットラジオ２０に送信し、その送信されたＳＳＩＤおよびＷＥＰ鍵
をインターネットラジオ２０に設定する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１４２７９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載されている技術では、ＰＣ１０と無線ＬＡＮ
アクセスポイントルータ３０との間で使用しているＳＳＩＤおよびＷＥＰ鍵を、インター
ネットラジオ２０に設定するので、仮に、その設定が正しくされていたとしても、インタ
ーネットラジオ２０と無線ＬＡＮアクセスポイントルータ３０との間で通信できない可能
性があった。
【０００５】
　例えば、インターネットラジオ２０が、無線ＬＡＮアクセスポイントルータ３０の通信
圏外に設置されてる場合や、無線ＬＡＮアクセスポイントルータ３０と通信できない程の
電波干渉が発生する場所に設置されている場合には、インターネットラジオ２０と、無線
ＬＡＮアクセスポイントルータ３０との間で通信できないという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、２つの通信装置間の
無線通信を中継可能な中継装置を、簡単に把握することができる通信装置および通信シス
テムおよび通信装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために、本発明の通信装置は、相手側装置と直接無線通信可能な通
信モードと、中継装置を介して無線通信可能な通信モードとの何れか一方の通信モードで
無線通信可能に接続されているものであって、自装置が受信可能な電波を出力している中
継装置である第１中継装置を検出する第１検出手段と、その第１検出手段によって検出さ
れた前記第１中継装置の情報を記憶する第１記憶手段と、前記相手側装置が受信可能な電
波を出力している中継装置である第２中継装置を検出し、その検出された情報を返信する
ことを、前記直接無線通信可能な通信モードで前記相手側装置に要求する要求手段と、そ
の要求手段による要求を受けて前記相手側装置から前記直接無線通信可能な通信モードで
返信される前記第２中継装置の情報を記憶する第２記憶手段と、前記第１記憶手段に記憶
されている前記第１中継装置の情報と、前記第２記憶手段に記憶されている前記第２中継
装置の情報とのうち、共通する中継装置である共通中継装置の情報を特定する特定手段と
、その特定手段によって特定される共通中継装置の情報を報知する報知手段とを備えてい
る。
【発明の効果】
【０００８】
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　請求項１記載の通信装置によれば、自装置が受信可能な電波を出力している中継装置で
ある第１中継装置を検出し、その第１中継装置の情報を第１記憶手段に記憶する。また、
通信相手となる相手側装置に対しては、相手側装置が受信可能な電波を出力している中継
装置である第２中継装置を検出し、その検出された情報を返信することを直接無線通信可
能な通信モードで要求し、その要求を受けて相手側装置から直接無線通信可能な通信モー
ドで返信される第２中継装置の情報を第２記憶手段に記憶する。そして、第１記憶手段に
記憶されている第１中継装置の情報と、第２記憶手段に記憶されている第２中継装置の情
報とのうち、共通する中継装置である共通中継装置の情報を特定し、その特定した共通中
継装置の情報を報知する。よって、その報知された情報から、２つの通信装置間の無線通
信を中継可能な中継装置の情報を把握することができる上、かかる共通中継装置の情報を
報知させるには、相手側装置を操作する必要がなく、自装置を操作さえすれば良いので、
２つの通信装置間の無線通信を中継可能な中継装置の情報を簡単に把握することができる
という効果がある。
【０００９】
　請求項２記載の通信装置によれば、請求項１に記載の通信装置の奏する効果に加え、第
１記憶手段に記憶されている第１中継装置の情報のうち、第２記憶手段に記憶されていな
い中継装置である片側中継装置の情報と、第２記憶手段に記憶されている第２中継装置の
情報のうち第１記憶手段に記憶されていない中継装置である片側中継装置の情報とが特定
され、共通中継装置の情報と、片側中継装置の情報との各々に対し、自装置と、相手側装
置との検出結果が報知される。よって、自装置とは通信可能であるが相手側装置とは通信
できない可能性がある第１中継装置の情報と、相手側装置とは通信可能であるが自装置と
は通信できない可能性がある第２中継装置の情報とを簡単に把握することができるという
効果がある。これにより、例えば、自装置とは通信可能であるが相手側装置とは通信でき
ない可能性がある第１中継装置を介して、相手側装置と通信を望む場合には、例えば、か
かる第１中継装置と通信できない相手側装置の設置位置を変更する等の措置をとれば良い
ことを示唆させることができる。
【００１０】
　請求項３記載の通信装置によれば、請求項１又は２に記載の通信装置の奏する効果に加
え、特に、２つの通信装置間の無線通信を中継可能な中継装置が、複数存在していた場合
には、ユーザの望む中継装置を介して、２つの通信装置間で通信できるように、現在設定
されている通信設定を変更することができるという効果がある。
【００１１】
　請求項４記載の通信装置によれば、請求項３に記載の通信装置の奏する効果に加え、通
信設定を変更する前に、相手側装置が中継装置と無線通信可能な情報を相手側装置に通知
するので、自装置の設定変更を行った後、その設定変更した内容を、わざわざ相手側装置
を操作して入力する必要がなく、自装置を操作するだけで、簡単に、選択された中継装置
を介して相手側装置と無線通信可能な状態に設定することができるという効果がある。
【００１２】
　請求項５記載の通信装置によれば、請求項１から４のいずれかに記載の通信装置の奏す
る効果に加え、第１検出手段は要求手段による要求をした後に検出するので、相手側装置
において、要求を受信した直後に検出を実行するように設定しておくことで、第１検出手
段による検出と、相手側装置による検出とを、ほぼ並行させて行わせることができる。こ
の場合、第１検出手段による検出と、相手側装置による検出とを時間的に前後させて行わ
せるよりも、周囲の環境による影響を受け難くなり、自装置と相手側装置との両方と通信
可能な中継装置を一層正確に把握することができるという効果がある。
【００１３】
【００１４】
請求項６記載の通信システムによれば、請求項１および請求項５に記載の通信装置と同様
な効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本発明の実施形態におけるＭＦＰと、ＢＯＸと、ＡＰとの外観構成を示した斜視
図である。
【図２】ＭＦＰと、ＢＯＸと、ＡＰとの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】ＭＦＰ、ＢＯＸ、及び、各ＡＰの間で実行される無線ＬＡＮ設定処理のシーケン
スの一例を示す概略図である。
【図４】ＭＦＰの無線ＬＡＮ設定処理を示すフローチャートである。
【図５】ＭＦＰおよびＢＯＸによって検出された各無線ＬＡＮネットワークの比較結果の
表示の一例を示すイメージ図である。
【図６】ＢＯＸの要求実行処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図１は、本
発明の実施形態における多機能周辺装置（以下、「ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）」と称す）１と、回線制御装置（以下、「ＢＯＸ」と称す）
３１と、アクセスポイント（以下、「ＡＰ」と称す）５１との外観構成を示した斜視図で
ある。尚、本発明の通信システムは、第１通信装置としてのＭＦＰ１と、第２通信装置と
してのＢＯＸ３１とから構成されるシステムである。
【００１７】
　ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１は、無線ＬＡＮ方式の無線通信２００によりデータ通信が可
能に構成されており、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１間で直接、又は、ＡＰ５１を介して互い
にデータ通信が可能に構成されている。ここで無線ＬＡＮ方式とは、例えば、ＩＥＥＥ８
０２．１１ａ／ｂ／ｇの規格で定められている通信方式などである。
【００１８】
　この無線ＬＡＮ方式の無線通信２００には、通信モードとして、アドホックモード（以
下「Ａｄモード」と称す）と、インフラストラクチャーモード（以下「Ｉｎｆモード」と
称す）との２つのモードが設けられており、何れか一方のモードによりデータ通信が行わ
れる。Ａｄモードとは、２つの通信装置（例えば、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１）間で直接
、無線通信２００を行ってデータ通信を行うモードであり、Ｉｎｆモードとは、２つの通
信装置（例えば、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１）がそれぞれＡＰ５１と無線通信２００を行
い、そのＡＰ５１を介してデータ通信を行うモードである。以後、通信装置がＡＰ５１と
無線通信２００によりデータ通信可能な状態になっていることを、その通信装置がＡＰ５
１と接続されていると記載する。
【００１９】
　本実施形態は、ＭＦＰ１と、ＢＯＸ３１との両方と通信可能なＡＰ５１を簡単に把握し
、そのＡＰ５１を介してＭＦＰ１とＢＯＸ３１とを通信可能に簡単に設定することができ
るものである。
【００２０】
　なお、詳細については後述するが、ＭＦＰ１は、プリンタ機能、スキャナ機能、及び、
コピー機能などの各種機能も有しており、ＢＯＸ３１は、電話回線網１００を介して接続
される相手側装置（不図示）とファクシミリ通信可能に構成されている。
【００２１】
　まず、ＭＦＰ１について説明する。ＭＦＰ１には、主に、下部に設けられるプリンタ１
９と、上部に設けられるスキャナ２０と、正面上部に設けられる操作パネル６とが設けら
れている。プリンタ１９は、インクジェット方式のプリンタで構成されており、Ｃ（シア
ン）、Ｍ（マゼンダ）、Ｙ（イエロー）、Ｋ（ブラック）の４色のインクを使用して、カ
ラー印刷を行うものである。
【００２２】
　プリンタ１９の正面には、開口５が形成されており、この開口５から一部が露呈するよ
うにして給紙トレイ３及び排紙トレイ４が上下２段に設けられている。給紙トレイ３は、
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記録用紙を積載するためのものである。この給紙トレイ３に積載された記録用紙は、プリ
ンタ１９の内部へ給送され、所望の画像が印刷された後に排紙トレイ４へ排出されるよう
になっている。
【００２３】
　スキャナ２０は、いわゆるフラットベッドスキャナとして構成されている。原稿カバー
８は、ＭＦＰ１の天板として設けられており、その原稿カバー８の下には、図示しないプ
ラテンガラスが配置されている。原稿は、プラテンガラス上に載置され、原稿カバー８に
覆われた状態でスキャナ２０に読み取られる。
【００２４】
　操作パネル６は、主にＭＦＰ１を操作するためのものであって、操作キー１７と、ＬＣ
Ｄ１８とが主に設けられている。操作キー１７には、無線ＬＡＮ設定ボタン１７ａが設け
られている。無線ＬＡＮ設定ボタン１７ａは、ユーザにより押下された場合に、後述する
無線ＬＡＮ設定処理（図４参照）を実行開始するためのボタンである。ＬＣＤ１８には、
メニューや、操作手順や、実行中の処理の状態や、操作キー１７の押下に対応する情報な
どが表示される。
【００２５】
　詳細については後述するが、無線ＬＡＮ設定処理（図４参照）が実行されると、ＭＦＰ
１は、ＢＯＸ３１に対してＢＯＸ３１の通信圏内に存在する無線ＬＡＮネットワーク（即
ち、ＡＰ５１）を全て検出して通知するよう指示し、また、自装置（ＭＦＰ１）でも通信
圏内に存在する無線ＬＡＮネットワークを全て検出する。そして、ＭＦＰ１およびＢＯＸ
３１によって検出された各無線ＬＡＮネットワークを比較し、その比較結果をＬＣＤ１８
に表示する。
【００２６】
　次に、ＢＯＸ３１について説明する。ＢＯＸ３１は、主に、電話回線網１００を使用す
る通信の制御を行うものであり、電話回線網１００に接続されている。ＢＯＸ３１には、
主に、操作キー３８と、ＬＣＤ３９とが設けられている。ユーザは、操作キー３８の各種
キーを操作することで、ＢＯＸ３１の各種機能の設定や動作を実行できる。ＬＣＤ３９に
は、メニューや、実行中の処理の状態や、操作キー３８の押下に対応する情報などが表示
される。
【００２７】
　次に、ＡＰ５１について説明する。ＡＰ５１は、無線ＬＡＮ方式の無線通信２００によ
りデータ通信が可能に構成された既知の中継装置である。より具体的には、ＡＰ５１は、
ＡＰ５１とＩｎｆモードでデータ通信可能に接続されている各端末装置（例えば、ＭＦＰ
１およびＢＯＸ３１）間のデータ通信を中継する中継装置であり、ＡＰ５１には、ＭＦＰ
１や、ＢＯＸ３１を始め、Ｉｎｆモードでデータ通信可能な端末装置が複数同時に接続さ
れる。
【００２８】
　各端末装置（例えば、ＭＦＰ１や、ＢＯＸ３１など）は、ＡＰ５１に接続されている間
、ＡＰ５１を介して、ＡＰ５１に接続されている他の端末装置との間でデータ通信が可能
となるので、そのＡＰ５１を中心として、一の無線ネットワークが形成されることになる
。つまり、無線ＬＡＮネットワークは、ＡＰ５１単位で個別に形成されていく。
【００２９】
　なお、ＡＰ５１にはそれぞれ個別に、ＳＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）という識別情報が、
予めユーザなどにより設定されており、各種通信装置（例えば、ＭＦＰ１や、ＢＯＸ３１
や、ＡＰ５１など）は、無線通信２００を行う場合に、主に、このＳＳＩＤ（又はＥＳＳ
ＩＤ）を用いて無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）を識別する。
【００３０】
　次に、図２を参照して、ＭＦＰ１と、ＢＯＸ３１と、ＡＰ５１との電気的構成について
説明する。図２は、ＭＦＰ１と、ＢＯＸ３１と、ＡＰ５１との電気的構成を示すブロック
図である。まず、ＭＦＰ１について説明する。ＭＦＰ１は、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、Ｒ
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ＡＭ１３、フラッシュメモリ１４、無線ＬＡＮ通信制御回路１５、操作キー１７、ＬＣＤ
１８、プリンタ１９、スキャナ２０とを主に有している。
【００３１】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、フラッシュメモリ１４は、バスライン２１を介
して互いに接続されている。また、無線ＬＡＮ通信制御回路１５、操作キー１７、ＬＣＤ
１８、プリンタ１９、スキャナ２０、バスライン２１は、入出力ポート２２を介して互い
に接続されている。
【００３２】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２やＲＡＭ１３やフラッシュメモリ１４に記憶される固定値や
プログラム或いは、無線ＬＡＮ通信制御回路１５を介して送受信される各種信号に従って
、ＭＦＰ１が有している各機能の制御や、入出力ポート２２と接続された各部を制御する
ものである。
【００３３】
　ＲＯＭ１２は、ＭＦＰ１で実行される制御プログラムなどを格納した書換不能なメモリ
である。後述する図４のフローチャートに示す無線ＬＡＮ設定処理を実行するプログラム
は、このＲＯＭ１２に格納されている。
【００３４】
　ＲＡＭ１３は、書換可能な揮発性のメモリであり、ＭＦＰ１の各操作の実行時に各種の
データを一時的に記憶するためのメモリである。フラッシュメモリ１４は、書換可能な不
揮発性のメモリであり、このフラッシュメモリ１４に記憶されたデータは、ＭＦＰ１の電
源オフ後も保持される。
【００３５】
　このフラッシュメモリ１４には、ＭＦＰ検出結果メモリ１４ａと、ＢＯＸ検出結果メモ
リ１４ｂとが設けられている。ＭＦＰ検出結果メモリ１４ａは、ＭＦＰ１の通信圏内に存
在する無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）の検出結果を記憶するためのメモリで
ある。ＢＯＸ検出結果メモリ１４ｂは、ＢＯＸ３１の通信圏内に存在する無線ＬＡＮネッ
トワーク（即ち、ＡＰ５１）の検出結果を記憶するためのメモリである。
【００３６】
　無線ＬＡＮ通信制御回路１５は、（無線ＬＡＮ方式の）無線通信２００によるデータ通
信の各種制御を行うものであり、無線ＬＡＮ用アンテナ１６を有している。この無線ＬＡ
Ｎ通信制御回路１５は、他の通信装置（例えば、ＢＯＸ３１や、ＡＰ５１など）との間で
無線通信２００を行いながら、各種のデータを構成するデジタル信号を送受信するもので
ある。
【００３７】
　一般的なＡＰ５１は、定期的に周囲の無線ＬＡＮ機器（例えば、ＭＦＰ１や、ＢＯＸ３
１など）に対して、自装置（ＡＰ５１）の識別情報であるＳＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）を
含む無線信号（以下、「ビーコン」と称する）を発信するように構成されている。このＳ
ＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）は、無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）ごとに設定さ
れるものなので、ＭＦＰ１は、通信圏内の各ＡＰ５１から発信される「ビーコン」を無線
ＬＡＮ通信制御回路１５によって検出（受信）することで、通信圏内の無線ＬＡＮネット
ワークを検出できる。
【００３８】
　なお、「ビーコン」を検出する代わりに、通信圏内の各ＡＰ５１に対してそれぞれ、Ｓ
ＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）を問い合わせる無線信号（以下、「プローブリクエスト」と称
する）を送信し、その応答を受信して、通信圏内の無線ＬＡＮネットワークを検出しても
良い。
【００３９】
　次に、ＢＯＸ３１について説明する。ＢＯＸ３１は、ＣＰＵ３２、ＲＯＭ３３、ＲＡＭ
３４、フラッシュメモリ３５、無線ＬＡＮ通信制御回路３６、操作キー３８、ＬＣＤ３９
、モデム４０、ＮＣＵ４１とを主に有している。
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【００４０】
　ＣＰＵ３２、ＲＯＭ３３、ＲＡＭ３４、フラッシュメモリ３５は、バスライン４２を介
して互いに接続されている。また、無線ＬＡＮ通信制御回路３６、操作キー３８、ＬＣＤ
３９、モデム４０、ＮＣＵ４１、バスライン４２は、入出力ポート４３を介して互いに接
続されている。
【００４１】
　ＣＰＵ３２は、上述したＭＦＰ１のＣＰＵ１１と同様に構成されているので、その説明
を省略する。以下同様に、ＲＡＭ３４はＲＡＭ１３と、操作キー３８は操作キー１７と、
ＬＣＤ３９はＬＣＤ１８と、それぞれ同様に構成されているので、その説明を省略する。
【００４２】
　ＲＯＭ３３は、ＢＯＸ３１で実行される制御プログラムなどを格納した書換不能なメモ
リである。後述する図６のフローチャートに示す要求実行処理を実行するプログラムは、
このＲＯＭ３３に格納されている。
【００４３】
　フラッシュメモリ３５は、書換可能な不揮発性のメモリであり、このフラッシュメモリ
３５に記憶されたデータは、ＢＯＸ３１の電源オフ後も保持される。フラッシュメモリ３
５には、ネットワーク検出結果メモリ３５ａが設けられている。ネットワーク検出結果メ
モリ３５ａは、ＢＯＸ３１の通信圏内に存在する無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５
１）の検出結果を記憶するためのメモリである。
【００４４】
　無線ＬＡＮ通信制御回路３６は、（無線ＬＡＮ方式の）無線通信２００によるデータ通
信の各種制御を行うものであり、無線ＬＡＮ用アンテナ３７とを有している。その他の構
成については、ＭＦＰ１の無線ＬＡＮ通信制御回路１５と同様に構成されているので、そ
の説明を省略する。
【００４５】
　モデム４０は、ファクシミリ機能によって送信する原稿データ（画像データ）を、電話
回線網１００に伝送可能な信号に変調してＮＣＵ４１を介して送信したり、電話回線網１
００からＮＣＵ４１を介して入力された信号を受信し、原稿データ（画像データ）へ復調
するものである。ＮＣＵ２４は、電話回線網１００と接続されており、電話回線網１００
へのダイヤル信号の送出や、電話回線網１００からの呼出信号の応答などの制御を行うも
のである。
【００４６】
　なお、モデム４０により復調された原稿データ（画像データ）は、ＭＦＰ１との間で無
線通信２００が可能な場合には、無線通信２００によりＭＦＰ１へ送信され、ＭＦＰ１の
プリンタ１９により記録用紙に印刷される。一方、ＭＦＰ１との間で無線通信２００が不
可能な場合には、フラッシュメモリ３５の所定領域に蓄積（記憶）される。
【００４７】
　次に、図３を参照して、ＭＦＰ１において後述する無線ＬＡＮ設定処理（図４参照）が
実行された場合に、ＭＦＰ１、ＢＯＸ３１、及び、各ＡＰ５１の間で実行されるデータ通
信のシーケンスの一例について説明する。図３は、ＭＦＰ１、ＢＯＸ３１、及び、各ＡＰ
５１の間で実行される無線ＬＡＮ設定処理のシーケンスの一例を示す概略図である。なお
、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１は共に、通信モードがＡｄモードに設定されており、互いに
データ通信可能な状態であるものとする。
【００４８】
　ＭＦＰ１において無線ＬＡＮ設定処理（図４参照）が実行されると、ＭＦＰ１は、無線
ＬＡＮネットワークの検出要求７１をＢＯＸ３１へ送信し、その後、ＭＦＰ１の通信圏内
に存在する無線ＬＡＮネットワークの検出を開始して、ＭＦＰ１の通信圏内に存在する各
ＡＰ５１との間で無線通信７３を行う。
【００４９】
　具体的には、上述した通り、通信圏内の各ＡＰ５１から送信される「ビーコン」を受信
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したり、通信圏内の各ＡＰ５１に対して「プローブリクエスト」を送信し、その応答を受
信して、通信圏内の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）を検出する。
【００５０】
　ＢＯＸ３１は、無線ＬＡＮネットワークの検出要求７１を受信すると、ＭＦＰ１の場合
と同様に、ＢＯＸ３１の通信圏内に存在する無線ＬＡＮネットワークの検出を開始して、
ＢＯＸ３１の通信圏内に存在する各ＡＰ５１との間で無線通信７２を行う。ＢＯＸ３１は
、通信圏内に存在する無線ＬＡＮネットワークの検出を終了すると、その検出結果のデー
タ７４をＭＦＰ１へ送信する。
【００５１】
　ＭＦＰ１は、自装置（ＭＦＰ１）の通信圏内に存在する無線ＬＡＮネットワークの検出
が終了し、更に、検出結果のデータ７４を受信すると、ＭＦＰ１の検出結果と、ＢＯＸ３
１の検出結果とを比較し、その比較結果をＬＣＤ１８に表示する。その後、ＭＦＰ１は、
ユーザにより、新たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク、及び、その通信設定（
パスワード等）が指示されるまで待機し、ユーザにより指示がなされたら、新たな接続先
となる一の無線ＬＡＮネットワーク、及び、その通信設定（パスワード等）に関するデー
タ７５を、ＢＯＸ３１へ送信する。
【００５２】
　なお、ここでは、データ７５を暗号化して送信することが望ましい。なぜなら、一の無
線ＬＡＮネットワーク、及び、その通信設定（パスワード等）に関するデータ７５をその
ままＢＯＸ３１へ送信すると、その情報を不正なユーザによって容易に傍受されてしまい
、その結果、ＡＰ５１に対して不正なアクセスが行われたり、不正にデータが閲覧、操作
（改ざん）される危険性が高いからである。また、データ７５を暗号化して送信する代わ
りに、暗号化方式の無線通信２００を行っても良い。無線通信２００の暗号化方式には、
例えば、ＷＥＰや、ＴＫＩＰや、ＡＥＳなどがある。
【００５３】
　ＭＦＰ１は、データ７５をＢＯＸ３１へ送信すると、自装置（ＭＦＰ１）を、ユーザに
より指示された一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）とデータ通信可能な状態
にする。具体的には、ユーザにより指示された一の無線ＬＡＮネットワーク、及び、その
通信設定（パスワード等）に基づいて、自装置（ＭＦＰ１）の無線ＬＡＮに関する設定項
目を設定（変更）し、その後、通信モードをＩｎｆモードに変更する。その結果、ＭＦＰ
１は、Ｉｎｆモードでユーザが所望する一のＡＰ５１と接続され、データ通信可能な状態
になる。
【００５４】
　一方、ＢＯＸ３１は、新たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク、及び、その通
信設定（パスワード等）に関するデータ７５を受信すると、自装置（ＢＯＸ３１）を、そ
の一の無線ＬＡＮネットワークとデータ通信可能な状態にする。具体的には、受信したデ
ータ７５に基づいて、自装置（ＢＯＸ３１）の無線ＬＡＮに関する設定項目を設定（変更
）し、その後、通信モードをＩｎｆモードに変更する。その結果、ＢＯＸ３１は、Ｉｎｆ
モードでユーザが所望する一のＡＰ５１と接続され、データ通信可能な状態になる。
【００５５】
　そして、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１がそれぞれ、ユーザが所望する一の無線ＬＡＮネッ
トワーク（即ち、ＡＰ５１）に共に接続され、データ通信可能な状態になると、ＭＦＰ１
およびＢＯＸ３１は、ユーザが所望する一のＡＰ５１を介して互いにデータ通信可能な状
態になる。
【００５６】
　次に、図４を参照して、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１により実行される無線ＬＡＮ設定処理に
ついて説明する。図４は、ＭＦＰ１の無線ＬＡＮ設定処理を示すフローチャートである。
無線ＬＡＮ設定処理は、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の各通信圏内に存在する無線ＬＡＮネ
ットワークを全て表示すると共に、その中でユーザが所望する一の無線ＬＡＮネットワー
ク（即ち、ＡＰ５１）を介して、ＭＦＰ１およびＢＯＸが互いにデータ通信可能な状態と
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なるようにするための処理である。なお、無線ＬＡＮ設定処理は、ＭＦＰ１の無線ＬＡＮ
設定ボタン１７ａが押下された場合に実行される処理である。
【００５７】
　この無線ＬＡＮ設定処理では、まず、ＭＦＰ１の通信モードが「Ａｄモード」であるか
を判定し（Ｓ１）、ＭＦＰ１の通信モードが「Ｉｎｆモード」である場合には（Ｓ１：Ｎ
ｏ）、ＭＦＰ１は既に、他の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）に接続されてい
るので、何もせずにこの無線ＬＡＮ設定処理を終了する。
【００５８】
　一方、ＭＦＰ１の通信モードが「Ａｄモード」である場合には（Ｓ１：Ｙｅｓ）、ＢＯ
Ｘ３１へ「無線ＬＡＮネットワークの検出要求７１」（図３参照）を送信して（Ｓ２）、
その後、自装置（ＭＦＰ１）の通信圏内に存在する無線ＬＡＮネットワークを全て検出す
る（Ｓ３）。
【００５９】
　次に、その検出結果を、フラッシュメモリ１４のＭＦＰ検出結果メモリ１４ａに記憶し
て（Ｓ４）、ＢＯＸ３１から送信されてくる「検出結果のデータ７４」を受信したかを判
定する（Ｓ５）。「検出結果のデータ７４」を受信していない場合には（Ｓ５：Ｎｏ）、
「検出結果のデータ７４」を受信するまで待機する。
【００６０】
　一方、「検出結果のデータ７４」を受信した場合には（Ｓ５：Ｙｅｓ）、その受信した
「検出結果のデータ７４」が示す検出結果を、ＢＯＸ検出結果メモリ１４ｂに記憶する（
Ｓ６）。次に、ＭＦＰ検出結果メモリ１４ａに記憶されている検出結果と、ＢＯＸ検出結
果メモリ１４ｂに記憶されている検出結果とを比較して（Ｓ７）、その比較結果をＬＣＤ
１８に表示する（Ｓ８）。
【００６１】
　ここで、図５を参照して、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１によって検出された各無線ＬＡＮ
ネットワークの比較結果の表示の一例について説明する。図５は、ＭＦＰ１およびＢＯＸ
３１によって検出された各無線ＬＡＮネットワークの比較結果の表示の一例を示すイメー
ジ図である。
【００６２】
　図５に示すように、無線ＬＡＮネットワークの比較結果がＬＣＤ１８に表示される場合
には、例えば、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の少なくとも一方で検出された無線ＬＡＮネッ
トワーク（即ち、ＡＰ５１）ごとに、その無線ＬＡＮネットワークの名称と、その無線Ｌ
ＡＮネットワークで使用されているチャンネル番号と、その無線ＬＡＮネットワークがＭ
ＦＰ１で検出されたか否かを示す検出結果と、その無線ＬＡＮネットワークがＢＯＸ３１
で検出されたか否かを示す検出結果とが表示される。
【００６３】
　具体的には、無線ＬＡＮネットワークの名称としては、例えば、ＳＳＩＤ（又はＥＳＳ
ＩＤ）が表示され、チャンネル番号としては、無線通信２００で使用される１～１４ｃｈ
（２．４ＧＨｚ帯を利用する無線ＬＡＮ方式の場合）の中で、その無線ＬＡＮネットワー
クが使用しているチャンネル番号が表示される。無線ＬＡＮネットワークがＭＦＰ１で検
出されたか否かを示す検出結果としては、ＭＦＰ１がその無線ＬＡＮネットワークを検出
していれば「○」が表示され、検出していなければ「×」が表示される。なお、ＢＯＸ３
１の検出結果の表示についても同様である。
【００６４】
　例えば、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の各通信圏内に、ＳＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）が「
ＡＰ１」である無線ＬＡＮネットワークが存在し、その無線ＬＡＮネットワークでは「１
ｃｈ」を使用した無線通信２００が行われているとする。この場合には、例えば、ＬＣＤ
１８に「ＳＳＩＤ：ＡＰ１　ＣＨ：１　ＭＦＰ：○　ＢＯＸ：○」と表示される。
【００６５】
　また、ＬＣＤ１８に表示される無線ＬＡＮネットワークの比較結果には、検出された無
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線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）とは別に、現在のＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の
通信状態も表示される。例えば、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１が「５ｃｈ」を使用して、Ａ
ｄモードで無線通信２００を行っているなら、ＬＣＤ１８に「ＳＳＩＤ：アドホックモー
ド（現在）　ＣＨ：５」と表示される。
【００６６】
　なお、詳細については後述するが、無線ＬＡＮネットワークの比較結果がＬＣＤ１８に
表示されたら、ユーザは、その比較結果の中で、所望する無線ＬＡＮネットワーク（現在
の通信状態の継続も選択肢に含む）を一つ選択できる。そして、ユーザにより所望する無
線ＬＡＮネットワークが一つ選択されると、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１は、ユーザが所望
する一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）を介して互いにデータ通信可能な状
態に設定（変更）される。
【００６７】
　以上説明した通り、本実施形態では、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の両方で検出された無
線ＬＡＮネットワークだけでなく、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の少なくとも一方で検出さ
れた無線ＬＡＮネットワークも一緒にＬＣＤ１８に表示している。よって、ＭＦＰ１およ
びＢＯＸ３１のそれぞれの電波状況をユーザに認識させることができる。従って、ユーザ
は、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の一方が、所望する一の無線ＬＡＮネットワークを検出し
ていなければ、その一方を移動させるなどの対処を行って電波状況を改善することができ
、その結果、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１を共に、所望する一の無線ＬＡＮネットワーク（
即ち、ＡＰ５１）に接続させてデータ通信可能な状態にできる。
【００６８】
　ここで、図４のフローチャートの説明に戻る。Ｓ８の処理が終了したら、次に、ユーザ
により、新たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）、及び、そ
の通信設定（パスワード等）が指示されたかを判定する（Ｓ９）。ユーザにより、新たな
接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）、及び、その通信設定（パ
スワード等）が指示されていない場合には（Ｓ９：Ｎｏ）、ユーザにより指示がなされる
まで待機する。
【００６９】
　一方、ユーザにより、新たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５
１）、及び、その通信設定（パスワード等）が指示された場合には（Ｓ９：Ｙｅｓ）、ユ
ーザにより「Ａｄモード」による無線通信２００の継続が指示されたかを判定する（Ｓ１
０）。ユーザにより「Ａｄモード」による無線通信２００の継続が指示された場合には（
Ｓ１０：Ｙｅｓ）、Ｓ１１～Ｓ１４の各処理をスキップして、この無線ＬＡＮ設定処理を
終了する。
【００７０】
　一方、ユーザにより、新たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５
１）が指示された場合には（Ｓ１０：Ｎｏ）、ＢＯＸ３１へ「新たな接続先となる一の無
線ＬＡＮネットワーク、及び、その通信設定（パスワード等）に関するデータ７５」を送
信する（Ｓ１１）。ここでは、例えば、ＳＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）や、パスワードに関
する情報などが暗号化され送信される。
【００７１】
　次に、ユーザにより指示された一の無線ＬＡＮネットワーク、及び、その通信設定（パ
スワード等）に基づいて、自装置（ＭＦＰ１）の無線ＬＡＮに関する設定項目を設定（変
更）し（Ｓ１２）、その後、通信モードを「Ｉｎｆモード」に変更する（Ｓ１３）。その
結果、ＭＦＰ１は、「Ｉｎｆモード」でユーザが所望する一の無線ＬＡＮネットワーク（
即ち、ＡＰ５１）と接続され、データ通信可能な状態になる。そして、新たな接続先であ
る一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）との間で、無線通信２００によるデー
タ通信を開始し（Ｓ１４）、この無線ＬＡＮ設定処理を終了する。
【００７２】
　以上の図４のフローチャートの無線ＬＡＮ設定処理により、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１
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の通信圏内に、複数の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）が存在する場合に、Ｍ
ＦＰ１およびＢＯＸ３１を、ユーザが所望する一の無線ＬＡＮネットワークに共に接続さ
せて、そのＡＰ５１を介して互いにデータ通信可能な状態にできる。
【００７３】
　また、ユーザは、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１をそれぞれ操作して、各装置１，３１の無
線ＬＡＮに関する設定項目を設定（変更）し、ユーザが所望する一の無線ＬＡＮネットワ
ーク（即ち、ＡＰ５１）へ接続しなくても、ＭＦＰ１だけを操作すれば、各装置１，３１
を共に、所望する一の無線ＬＡＮネットワークへ接続できる。
【００７４】
　よって、ユーザ操作が簡単になるので、ユーザの使い勝手が良い。また、ＭＦＰ１とＢ
ＯＸ３１とが離れて配置されている場合には、ユーザは、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１間を
移動して各装置１，３１を操作しなくても良いので、ユーザの使い勝手が良い。
【００７５】
　また、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の各検出結果を比較し、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の
両方で検出された無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）だけでなく、ＭＦＰ１およ
びＢＯＸ３１の少なくとも一方が検出した無線ＬＡＮネットワークも一緒にＬＣＤ１８に
表示できる。
【００７６】
　よって、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１のそれぞれの電波状況をユーザに認識させることが
できるので、ユーザは、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の一方が、所望する一の無線ＬＡＮネ
ットワーク（即ち、ＡＰ５１）を検出していなければ、その一方を移動させるなどの対処
を行って電波状況を改善することができる。その結果、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１を共に
、所望する一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）とデータ通信可能な状態にで
きる。
【００７７】
　次に、図６を参照して、ＢＯＸ３１のＣＰＵ３２により実行される要求実行処理につい
て説明する。図６は、ＢＯＸ３１の要求実行処理を示すフローチャートである。要求実行
処理は、ＭＦＰ１から送信されてくる各種要求を受信した場合に、その要求に応じた処理
を実行するための処理であり、ＢＯＸ３１の通信モードに関係なく、ＢＯＸ３１の主電源
が投入されてから主電源が遮断されるまで繰り返し実行される処理である。
【００７８】
　この要求実行処理では、まず、ＢＯＸ３１の通信モードが「Ａｄモード」であるかを判
定し（Ｓ２１）、ＢＯＸ３１の通信モードが「Ｉｎｆモード」である場合には（Ｓ２１：
Ｎｏ）、ＢＯＸ３１は既に、他の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）に接続され
ているので、何もせずにこの要求実行処理を終了する。
【００７９】
　一方、ＢＯＸ３１の通信モードが「Ａｄモード」である場合には（Ｓ２１：Ｙｅｓ）、
ＭＦＰ１から送信されてくる「無線ＬＡＮネットワークの検出要求７１」（図３参照）を
受信したかを判定する（Ｓ２２）。「無線ＬＡＮネットワークの検出要求７１」を受信し
ていない場合には（Ｓ２２：Ｎｏ）、Ｓ２３～Ｓ２５の各処理をスキップして、Ｓ２６の
処理へ移行する。一方、「無線ＬＡＮネットワークの検出要求７１」を受信した場合には
（Ｓ２２：Ｙｅｓ）、自装置（ＢＯＸ３１）の通信圏内に存在する無線ＬＡＮネットワー
クを全て検出する（Ｓ２３）。
【００８０】
　次に、その検出結果を、フラッシュメモリ３５のネットワーク検出結果メモリ３５ａに
記憶して（Ｓ２４）、その記憶した検出結果を示す「検出結果のデータ７４」をＭＦＰ１
へ送信する（Ｓ２５）。そして、ＭＦＰ１から送信されてくる「新たな接続先となる一の
無線ＬＡＮネットワーク、及び、その通信設定（パスワード等）に関するデータ７５」を
受信したかを判定する（Ｓ２６）。
【００８１】
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　「新たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク、及び、その通信設定（パスワード
等）に関するデータ７５」を受信していない場合には（Ｓ２６：Ｎｏ）、Ｓ２１の処理に
戻り、上述したＳ２１～Ｓ２６の各処理を繰り返す。一方、「一の無線ＬＡＮネットワー
ク、及び、その通信設定（パスワード等）に関するデータ７５」を受信した場合には（Ｓ
２６：Ｙｅｓ）、その受信したデータ７５から、一の無線ＬＡＮネットワーク、及び、そ
の通信設定（パスワード等）に関する情報を抽出する（Ｓ２７）。
【００８２】
　より具体的には、上述したデータ７５には、例えば、ＳＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）や、
パスワードに関する情報などが含まれており、Ｓ２７の処理では、一の無線ＬＡＮネット
ワークを示す情報として、ＳＳＩＤ（又はＥＳＳＩＤ）を抽出し、また、通信設定として
、一の無線ＬＡＮネットワークとの無線通信２００に必要なパスワードを抽出する。
【００８３】
　次に、自装置（ＢＯＸ３１）の無線ＬＡＮに関する各種設定項目のうち、抽出した情報
に対応する設定項目が、抽出した情報と同一となるように、各種設定項目を設定（変更）
し（Ｓ２８）、その後、通信モードを「Ｉｎｆモード」に変更する（Ｓ２９）。その結果
、ＢＯＸ３１は、「Ｉｎｆモード」でユーザが所望する一のＡＰ５１と接続され、データ
通信可能な状態になる。
【００８４】
　そして、新たな接続先である無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）との間で、無
線通信２００によるデータ通信を開始し（Ｓ３０）、Ｓ２１の処理に戻り、上述したＳ２
１～Ｓ３０の各処理を繰り返す。
【００８５】
　以上の図６のフローチャートの要求実行処理により、ＭＦＰ１から送信されてくる「無
線ＬＡＮネットワークの検出要求７１」を受信した場合に、ＢＯＸ３１の通信圏内に存在
する無線ＬＡＮネットワークを全て検出でき、その検出結果をＭＦＰ１へ送信できる。
【００８６】
　また、ＭＦＰ１から送信されてくる「新たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク
、及び、その通信設定（パスワード等）に関するデータ７５」を受信した場合に、そのデ
ータ７５に基づいて、ＢＯＸ３１の無線ＬＡＮに関する設定項目を設定（変更）でき、新
たな接続先となる一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）に接続できる。
【００８７】
　以上説明した通り、本実施形態によれば、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の通信圏内に、複
数の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）が存在する場合に、ＭＦＰ１およびＢＯ
Ｘ３１を、ユーザが所望する一のＡＰ５１に共に接続させて、そのＡＰ５１を介して互い
にデータ通信可能な状態にできる。
【００８８】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であること
は容易に推察できるものである。
【００８９】
　例えば、本実施形態では、ＭＦＰ１において無線ＬＡＮ設定処理（図４参照）を実行す
る構成としているが、ＭＦＰ１に代えて、ＢＯＸ３１で実行する構成としても良い。なお
、その場合は、ＭＦＰ１において要求実行処理（図６参照）を実行する構成とする。また
、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の両方で、無線ＬＡＮ設定処理および要求実行処理をそれぞ
れ実行する構成としても良い。このように構成すれば、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の一方
が、ユーザの所望する一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）を検出しておらず
、ユーザが、その一方を移動させるなどの対処を行って電波状況を改善している場合に、
ユーザは、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１のうち、ユーザから近い距離に配置されている装置
１，３１を操作すれば良いので、使い勝手が良い。
【００９０】
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　また、本実施形態では、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の通信モードが共に、Ａｄモードに
設定されている場合にだけ、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１を共に、ユーザが所望する一の無
線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）に接続するように構成しているが、通信モード
に関わらず、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１を共に、ユーザが所望する一の無線ＬＡＮネット
ワーク（即ち、ＡＰ５１）に接続するように構成しても良い。このように構成すれば、ユ
ーザは、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の通信モードに関わらず、ＭＦＰ１だけを操作すれば
、各装置１，３１を共に、所望する一の無線ＬＡＮネットワークへ接続できるので、使い
勝手が良い。即ち、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の通信モードが共にＩｎｆモードである場
合や、ＭＦＰ１およびＢＯＸ３１の通信モードが異なる場合に、ユーザが、ＭＦＰ１およ
びＢＯＸ３１をそれぞれ操作して、各装置１，３１の無線ＬＡＮに関する設定項目を設定
（変更）し、ユーザが所望する一の無線ＬＡＮネットワーク（即ち、ＡＰ５１）へ接続す
る必要がなくなり、使い勝手が良い。さらに、本実施形態では、表示手段による表示であ
るが、印刷機能があるため、印刷による報知でも良い。
【００９１】
　また、本実施形態のＭＦＰ１およびＢＯＸ３１は、無線ＬＡＮ方式の無線通信２００に
よりデータ通信可能に構成されているが、通信方式を無線ＬＡＮ方式に限定するものでは
なく、他の通信方式の無線通信によりデータ通信可能に構成しても良い。例えば、他の通
信方式のとしては、赤外線通信（ＩｒＤＡなど）や、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈや、ＺｉｇＢｅ
ｅや、ＵＷＢなどが該当する。
＜その他＞
＜手段＞
　技術的思想１の通信装置は、相手側装置と直接無線通信可能な通信モードと、中継装置
を介して無線通信可能な通信モードとの何れか一方の通信モードで無線通信可能に接続さ
れているものであって、前記相手側装置からの要求を受信する第１受信手段と、その第１
受信手段によって受信した要求に応じて、自装置が受信可能な電波を出力している中継装
置である第２中継装置を検出する第２検出手段と、その第２検出手段によって検出された
前記第２中継装置の情報を返信する返信手段と、前記相手側装置から通知される情報を受
信する第２受信手段と、その第２受信手段によって受信した情報に基づいて、中継装置と
無線通信を行うための通信設定に変更する変更手段と、を備えている。
＜効果＞
　技術的思想１の通信装置によれば、要求された相手側装置との間で所定の中継装置を介
して無線通信可能な状態に簡単に設定することができるという効果がある。
【符号の説明】
【００９２】
１　　　　　ＭＦＰ（請求項１から５のいずれかに記載の通信装置の一例）
３１　　　　ＢＯＸ（相手側装置、請求項６又は７に記載の通信装置の一例）
Ｓ２　　　　要求手段の一例
Ｓ３　　　　第１検出手段の一例
Ｓ４　　　　第１記憶手段の一例
Ｓ６　　　　第２記憶手段の一例
Ｓ７　　　　特定手段の一例
Ｓ８　　　　報知手段の一例
Ｓ９　　　　選択手段の一例
Ｓ１１　　　通知手段の一例
Ｓ１２　　　請求項３記載の変更手段の一例
Ｓ２２　　　第１受信手段の一例
Ｓ２３　　　第２検出手段の一例
Ｓ２５　　　返信手段の一例
Ｓ２６　　　第２受信手段の一例
Ｓ２８　　　請求項６記載の変更手段の一例
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